
平成 21 年度採用 登別市職員採用試験実施要綱 
 

平成 20 年 6 月 

登別市 
１ 採用職種及び採用予定人員 

職種区分 試験区分 採用予定人員 

事   務 大学・短大・高校卒業程度 ９名程度 

土  木 大学・短大卒業程度 ２名程度 
技 術 

建  築 大学・短大卒業程度 １名程度 

保 育 士 短大卒業程度 ２名程度 

消   防 大学・短大・高校卒業程度 ４名程度 

 
２ 受験資格 

（１）上記の試験区分に基づき、次の要件に該当する方 

職種区分 採用予定人員 試験区分 要     件 

大学卒業 

程  度 

１ 昭和５３年４月２日から昭和６２年４月１日までに生ま 

れた方で、学校教育法による大学若しくはこれに相当する 

と認められる学校等を卒業、又は平成２１年３月卒業見込 

みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

短大卒業 

程  度 

１ 昭和５８年４月２日から平成元年４月１日までに生まれ 

た方で、学校教育法による短期大学、高等専門学校若しく 

はこれに相当すると認められる学校等を卒業、又は平成 

２１年３月卒業見込みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

事 務 ９名程度 

高校卒業 

程  度 

１ 昭和６０年４月２日から平成３年４月１日までに生まれ 

た方で、学校教育法による高等学校若しくはこれに相当す 

ると認められる学校等を卒業、又は平成２１年３月卒業見 

込みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

大学卒業 

程  度 

１ 昭和５３年４月２日から昭和６２年４月１日までに生ま 

れた方で、学校教育法による大学若しくはこれに相当する 

と認められる学校等を卒業、又は平成２１年３月卒業見込 

みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 技 術 
（土 木） 
（建 築） 

土木 

 ２名程度 

 

 

建築 

 １名程度 短大卒業 

程  度 

１ 昭和５８年４月２日から平成元年４月１日までに生まれ 

た方で、学校教育法による短期大学、高等専門学校若しく 

はこれに相当すると認められる学校等を卒業、又は平成 

２１年３月卒業見込みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

    

    



職種区分 採用予定人員 試験区分 要     件 

保育士 ２名程度 
短大卒業 

程  度 

１ 昭和５８年４月２日から平成元年４月１日までに生ま 

れた方で、児童福祉法による保育士資格を有している者、

又は平成２０年度中に保育士資格取得見込みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

大学卒業 

程  度 

１ 昭和５７年４月２日から昭和６２年４月１日までに生ま 

れた方で、学校教育法による大学若しくはこれに相当する 

と認められる学校等を卒業、又は平成２１年３月卒業見込 

みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

短大卒業 

程  度 

１ 昭和５７年４月２日から平成元年４月１日までに生まれ 

た方で、学校教育法による短期大学、高等専門学校若しく 

はこれに相当すると認められる学校等を卒業、又は平成 

２１年３月卒業見込みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

消 防 ４名程度 

高校卒業 

程  度 

１ 昭和５７年４月２日から平成３年４月１日までに生まれ 

た方で、学校教育法による高等学校若しくはこれに相当す 

ると認められる学校等を卒業、又は平成２１年３月卒業見 

込みの方 

２ 市長が１と同等の資格があると認めた方 

 【身体条件】 

 ①視力～両眼とも裸眼視力が１．０以上、又は両眼とも０．５以上で矯正視力が 

１． ０以上 

 ②色覚及び聴覚～正常 

※受験資格（試験区分）についての注意事項 

 注１）大学を卒業又は平成２１年３月卒業見込みの方は、短大卒業程度及び高校卒業程度区分での

受験は認めません（保育士は除く）。 

注２）短大若しくは同程度の専門学校を卒業又は平成２１年３月卒業見込みの方は、高校卒業程度

区分での受験は認めません。 

 
（２）通勤可能な方。消防職は採用後、登別市内に居住可能な方。 

 

（３） 本市では、職員の採用にあたって、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえ、

障がい者の雇用の促進に努めております。障がいをお持ちの方は、障がい名、障がいの程度及び

級別等を申し込み用紙に記載してください。また、会場にはエレベーターが設置されておりませ

んので、階段の昇降時にお手伝いを必要とする場合は、その旨も記載してください。なお、受験

できる方は、活字印刷文による出題に対応できる方で、介助者なしで職務の遂行が可能な方とし

ます。 

 

（４）次の各号のいずれかに該当する方は、受験できません。 

  ア 日本国籍を有しない者  

 イ 地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する者 

（ア） 成年被後見人又は被保佐人 

（イ） 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるま   

での者 

（ウ） その他、この条項に該当する者 



 

３ 試験の方法 

区  分 職  種 試験区分 試験科目 

大 学 卒 業 程 度 教養､専門(行政)､作文､適性検査 
事 務 

短大・高校卒業程度 教養､作文､適性検査 

技術（土木） 大学・短大卒業程度 教養､専門(土木)､作文､適性検査 

技術（建築） 大学・短大卒業程度 教養､専門(建築)､作文､適性検査 

保育士 短 大 卒 業 程 度 教養､専門（保育士）、作文 

第１次試験 

消 防 大学・短大・高校卒業程度 教養､作文､適性検査 

第２次試験 全職種  
面接、健康診断書審査 

体力検査（消防のみ） 

※第２次試験の際に提出していただく健康診断書に要する費用については、受験者本人の負担とな

りますのでご承知おきください。 

 

４ 試験の日時・場所 

区  分 日   時 場    所 

第１次試験 

平成２０年９月２１日（日） 

午前１０時から午後５時 

（午前９時３０分集合） 

※終了時間は予定です 

登別市婦人センター 

登別市登別東町３丁目６番地７ 

（電話 0143－83－3511） 

第２次試験 平成２０年１０月下旬予定 別途通知します 

 

５ 試験結果の通知 

第１次試験及び第２次試験の合否については、試験終了後、約４週間程度で受験者に直接文書で

通知します。 

なお、最終の合格者については、平成２１年４月１日付け採用の予定です。 

 

６ 受験手続及び受付期間 

（１）受験手続 

受験希望者は次の書類を揃えて提出してください。 

ア 受験申込書（市所定の様式によること。） 

  ※申込書の「応募の理由」以降の記載内容については、評価の対象になりますので詳細

に記入してください。 

イ 受験票（受験番号を記載し、再度お渡しします。） 

ウ 上半身写真２枚（縦４cm×横３cm） 

※前６カ月以内に撮影したもので、「受験申込書」及び「受験票」にそれぞれ１枚ずつ

貼付すること。 

 

※申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、あて先を記入

した角２（縦 33.2cm、横 24cm）の返信用封筒と１２０円分の切手を同封してください。 

 

（２）受付期間 

６月１６日（月）から８月１５日（金）まで（９時から１７時３０分まで） 

ただし、土曜日・日曜日及び祝日の受付は行いません。 

なお、郵送による申し込みは、８月１５日の消印があるものまでが有効です。 

 

 

 



７ その他 

（１） 試験に関する書類は、お返ししません。 

（２） 提出先及び問い合わせ先 

〒059－8701 登別市中央町６丁目１１番地 

登別市 総務部 人事・行政管理グループ（本庁３階） 

℡ 0143-85-1132 

 

※申込書を郵送で提出する場合は、必ず２９０円分の切手（配達記録分）を貼った定型（縦

23.5cm、横 12cm以内）の返信用封筒（郵便番号、氏名及び住所を記載のこと）を同封してく

ださい。 

 

８ 給与の概要（平成２０年４月１日現在） 

支給区分 初 任 給 諸  手  当 

大学卒業 
172,200 円 

（163,590 円） 

短大卒業 
152,800 円 

（145,160 円） 

高校卒業 
140,100 円 

（133,095 円） 

給与条例により扶養手当・住居手当・通勤手当等がそれ

ぞれの支給要件に応じ支給されるほか、期末手当(６月･

１２月)、勤勉手当 (６月･１２月)が支給されます。 

 

※登別市では、平成２０年４月１日現在、給料５．０％の給与削減を行っています。 

初任給欄下段の（ ）内は、削減後の給料月額です。 

※初任給は、採用前の職歴等に応じて加算される場合があります。 

 


